
「海域の窒素・りんに係る暫定排水基準（案）」に対する意見の募集

（パブリックコメント）の実施結果について 

 

平 成 2 5 年 ９ 月 ５ 日 

環 境 省 水 ・ 大 気 環 境 局 

水環境課閉鎖性海域対策室 

 

 

１．意見募集の概要 

 

（１）意見を募集する案件 

海域の窒素・りんに係る暫定排水基準（案） 

 

（２）意見募集の周知方法 

・関係資料を電子政府の総合窓口（e-Gov）及び環境省ホームページに掲載 

・記者発表（環境省記者クラブ） 

 

（３）資料の入手方法 

・インターネットによる入手。 

・環境省水・大気環境局水環境課閉鎖性海域対策室にて資料配布。希望があ

れば環境省水・大気環境局水環境課閉鎖性海域対策室より郵送。 

 

（４）意見募集期間 

平成 25 年５月 13 日（月）～平成 25 年６月 14 日（金） 

 

（５）意見提出方法 

郵送、ファックスまたは電子メール 

 

（６）意見提出先 

環境省水・大気環境局水環境課閉鎖性海域対策室 

 

２．意見募集の結果 

０件 

 


